
【当座勘定規定（一般用）新旧対照表】 

 

 

旧 新 

第９条（支払いの範囲） 

(1)呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえ

る場合には、当金庫はその支払義務を負いません。 

（追加） 

 

 

 

(2)手形、小切手の金額の一部支払いはしません。 

 

（略） 

以上 

２０２２年１１月４日現在 

第９条（支払いの範囲） 

(1)同左 

 

(2)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れ

または振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量によ

り15時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものと

します。 

(3)手形、小切手の金額の一部支払いはしません。 

 

（略） 

以上 

２０２３年８月２３日現在 


